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１ 富士宮市中小企業事業資金融資制度一覧表 

資金名 
融資対象者 

（各資金ごとにすべての要件を満たしているもの） 
資金使途 貸付限度額 

小
口
資
金 

小口

資金 

1 市内に店舗、工場または事業所を有する以下

のもの 

① 常時使用する従業員が 30 人（商業・サー

ビス業は 10 人）以下の会社または個人 

② 組合員数 30 人以下の企業組合 

③ 従業員数 30 人以下の協業組合 

④ 従業員数 30 人以下の医業を主たる事業

とする法人 

2 市内において 3 か月以上継続して同一事業を

営んでいるもの 

3 原則として、融資の申込日以前に納期が到来

した市民税の納税額（延納又は納税の猶予に

係る税額を除く）を完納しているもの 

運転資金 

設備資金 
700 万円 

特別

小口

資金 

1 協会所定の特別小口保証制度要綱に該当す

るもの 

2  市内において 1 年以上継続して同一事業を営

んでいるもの 

短期経営 

改善資金 

1 常時使用する従業員が 50 人（商業・サービス

業は 20 人）以下の法人または個人 

2 市内において原則として 1 年以上継続して同

一事業を営んでいるもの 

3  静岡県中小企業資金融資制度要綱に基づく

短期経営改善資金の融資の申込みをしたも

の 

仕入れ、 

決済、賞与

等に必要な

資金 

700 万円 

富士宮市 

中小企業 

育成融資 

商工中金に出資している中小企業団体とその構成

員 

運転資金 

設備資金 

商工中金の 

規定による 

マル経融 

資利子補 

給制度 

富士宮商工会議所、または芝川商工会の経営指

導を半年以上受け、推薦を受けた上で、平成 28 年

4 月 1 日以後にマル経融資資金を借り受けた小規

模事業者であること 

融資の申込みの日以前から、市内において事業を

営んでいること 

市税を完納していること 

経営改善 2,000 万円 
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注 1：貸付限度額、貸付利率、信用保証料は、変更する場合があります。 

注 2：利率は、県制度(利子補給率 0.26％)を併用した場合。市制度単独では 1.76％ 

貸付利率 

（年利） 

信用保証率 

（年利） 

返済期間及び 

返済方法 

連帯保証人 

及び担保 
申込窓口 

1.6％ 

 

基準金利 

2.08％ 

 

利子補給率 

0.48％ 

信用保証協会

の定めるところ

による 

5 年以内 

 

元金均等月賦償

還 

または元利金等

月賦償還 

[連帯保証人] 

個人：不要 

法人：代表者のみ 

 

[担保] 

原則として徴しない 商工振興課 

必要なし 

1.5％(注 2) 

 

基準金利 

2.06％ 

利子補給率 

0.30％ 

 

信用保証協会

の定めるところ

による 

5 か月以内 

 

元金均等月賦償

還 、 元 利 均 等 月

賦 償 還 、 又 は 一

括償還 

小口資金と同じ 

県の定めるところによ

る。ただし、市の確認

を得るものとする。 

商 工 中 金 の

所 定 の 利 率

による 

商工中金所定

の利率による 

商工中金の規定

による 

一括返還、 

又は一括償還 

商工中金の規定によ

る 

商工中金の支店又は

貸付業務を委託して

いる信用組合 

日 本 政 策 金

融 公 庫 の 所

定 の 利 率 に

よる 

日本政策金融

公庫の所定の

利率による 

日本政策金融公

庫の規定による 
必要なし 

富士宮商工会議所、

又は芝川商工会を仲

介した上で商工振興

課 
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２ 留意事項 

融資の対象は、静岡県信用保証協会が普通保証制度要綱に定める業種です。 詳細は静岡 

県信用保証協会へお問い合わせください。 

 

３ 融資制度手続きの流れ 

 

 

[ 小口資金 ] 

＊「申込書類」＝保証協会宛申込書類 ＋ 市長宛申込書 

        

           申込書類              申込書類            申込書類 

申込者             金融機関               市                 保証協会 

                     (審査)                (受付・審査)                    (審査) 

            融資実行 

       

                                               保証承諾 

 

 

 

 

 

[ 短期経営改善資金 ] 

        

＊「申込書類」＝保証協会宛申込書類 ＋ 市長宛申込書 ＋ 県知事宛申込書 

        

            申込書類                        申込書類 

申込者             金融機関                                 保証協会 

                     (審査)                                       (審査) 

            融資実行                        保証承諾 

 

         申込書類提示       確認 

 

 

 

 

 

 

 

市 
(受付・審査) 
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４ 富士宮市小口資金及び短期経営改善資金融資制度要綱 

 （趣旨） 

第１条 富士宮市は、市内の中小企業者等の経営の安定及び合理化を促進

し、その健全な発展に資するため、中小企業者等の事業活動に必要な資

金を貸し付けた金融機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交

付するものとし、その交付については、富士宮市補助金交付規則（昭和

５９年富士宮市規則第２号）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 小規模事業者 次のいずれかに該当する者であって市内に店舗、工

場又は事業場を有するものをいう。 

ア 常時使用する従業員の数が３０人（商業又はサービス業を主たる

事業とする事業者にあっては、１０人）以下の会社又は個人 

イ 事業に従事する組合員の数が３０人以下の企業組合 

ウ  常時使用する従業員の数が３０人以下の協業組合 

エ  常時使用する従業員の数が３０人以下の医業を主たる事業とす

る法人 

(2)  中小企業者 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第

２条第１項第１号、第２号、第５号及び第６号に掲げる者をいう。 

 (3) 組合 中小企業信用保険法第２条第１項第３号、第４号及び第７号

から第１１号までまでに掲げる者をいう。 

 (4) 取扱金融機関 静岡県信用保証協会（以下「協会」という。）と信

用保証に関し約定した市内に本店又は支店を有する金融機関及び株

式会社整理回収機構であってこの要綱による資金を取り扱うことに

同意したものをいう。 

 （資金の種類） 

第３条 この要綱に基づき融資を行う資金の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 小口資金 

 (2) 短期経営改善資金 

 （融資の条件） 

第４条 この要綱による融資の条件は、別表のとおりとする。 

 （利子補給金の額） 

第５条 利子補給金の額は、資金及び融資の条件ごと年度別に区分して算

定するものとし、４月１日から９月３０日まで（以下「上期」という。）

及び１０月１日から翌年３月３１日まで（以下「下期」という。）の各

期間における融資平均残高（計算期間中各月初残高（前月末の保証債務

残高をいう。）の合計を６で除して得た金額）に融資の実行時における
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利子補給率及び１２分の６を乗じて得た額の合計額とする。 

 （交付の申請期限） 

第６条 利子補給金の交付を受けようとする取扱金融機関は、上期の融資

に係るものについては９月３０日までに、下期の融資に係るものについ

ては３月３１日までに市長に申請しなければならない。 

 （報告） 

第７条 協会は、この要綱による保証の状況等について、別に定めるとこ

ろにより市長に報告しなければならない。 

２ 協会は、融資が実行された後、取扱金融機関から償還期間等融資の約

定事項に変更が生じた旨の報告を受けたときは、速やかに市長に報告し

なければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 （富士宮市小口資金融資制度要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

 (1) 富士宮市小口資金融資制度要綱（昭和５３年６月２６日市長決裁） 

 (2) 富士宮市中小企業季節資金融資制度要綱（昭和５６年３月２０日市

長決裁） 

 （富士宮市小口資金融資制度要綱等の廃止に伴う経過措置） 

３  この要綱の施行の日前に前項の規定による廃止前の富士宮市小口資

金融資制度要綱又は富士宮市中小企業季節資金融資制度要綱の規定に

より実行された融資（以下「既往分融資」という。）については、資金

の預託を除き、なお従前の例による。 

４ 既往分融資の利子補給率については、融資の実行前に取扱金融機関が

同意した融資条件表に定める条件に基づき、次の算式により算定したも

のとする。 

 融資利率―預託利率×預託割合 
－ 融資利率 

１―預託割合 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、静岡県信用保証協会がこの要綱の施行の日以

後に保証の承諾をした資金の貸付けから適用し、静岡県信用保証協会が

同日前に保証の承諾をした資金の貸付けについては、なお従前の例によ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年５月１２日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ 改正後の別表の規定は、静岡県信用保証協会がこの要綱の施行の日以

後に保証の承諾をした資金の貸付けから適用し、静岡県信用保証協会が

同日前に保証の承諾をした資金の貸付けについては、なお従前の例によ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、静岡県信用保証協会がこの要綱の施行の日以

後に保証の承諾をした資金の貸付けから適用し、静岡県信用保証協会が

同日前に保証の承諾をした資金の貸付けについては、なお従前の例によ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、静岡県信用保証協会がこの要綱の施行の日以

後に保証の承諾をした資金の貸付けから適用し、静岡県信用保証協会が

同日前に保証の承諾をした資金の貸付けについては、なお従前の例によ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、静岡県信用保証協会がこの要綱の施行の日以

後に保証の承諾をした資金の貸付けから適用し、静岡県信用保証協会が

同日前に保証の承諾をした資金の貸付けについては、なお従前の例によ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、静岡県信用保証協会がこの要綱の施行の日以

後に保証の承諾をした資金の貸付けから適用し、静岡県信用保証協会が

同日前に保証の承諾をした資金の貸付けについては、なお従前の例によ

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、副市長決裁の日から施行する。 
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５ 富士宮市小口資金及び短期経営改善資金融資制度事務取扱要領
 

 

第１ 融資の申込 

 (1) 融資の申し込みに係る提出書類及び申込窓口は、別表１のとおりとする。 

 (2)  申込窓口は、融資の申し込みがあったときは、速やかに内容の審査を行い、適当と認

めたときは、申込書類を静岡県信用保証協会（以下「協会」という。）に送付するもの

とする。 

 (3)  協会は、申込書の送付を受けたときは、速やかに審査を行い、適当と認めたときは、

取扱金融機関に保証の承諾を行うものとする。 

 (4)  協会は、取扱金融機関以外から申込書類の送付を受けたときは、速やかに審査を行い、

適当と認めたときは、取扱金融機関に融資のあっせんを行うものとする。 

 (5)  取扱金融機関は、前号による融資のあっせんを受けたときは、速やかに審査の上、融

資を行うものとする。ただし、やむを得ず融資のあっせんを拒絶しようとするときは、

市長に通知するものとする。 

 (6)  取扱金融機関は、前号の融資を行うに当たり、歩積・両建預金を要求してはならない。 

(7)  融資の申し込みを行った者は、融資の実行に際して、融資の種別ごとに債務があって

はならない。 

ただし、小口資金については、この限りでない。 

 (8)  融資を受けた者は、富士宮市小口資金及び短期経営改善資金制度要綱（以下「要綱」

という。）及び本要領並びに協会及び取扱金融機関との約定を遵守しなければならない。 

第２ 保証状況の報告 

    協会は、毎月別に定めるところにより保証状況を市長に報告するものとする。 

第３ 利子補給 

 (1)  利子補給金交付手続きは、小口資金及び短期経営改善資金について一括して行うもの

とする。 

 (2)  市長は、取扱金融機関からの利子補給金交付申請に先立って、協会から報告された利

子補給実績を基に、取扱金融機関に対して利子補給金（補助金）内示書（第４号様式）

により当該利子補給金の内示を行うものとする。 

 (3)  取扱金融機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、次により市長に申請す

るものとする。 

  ① 提出書類・部数 

   ア 利子補給金（補助金）交付申請書（第５号様式） １部 

   イ 所要額計算書（第６号様式）  １部 

  ② 提出期限 

    要綱の規定による。 

 (4)  市長は、前号の申請を受けたときは、速やかに内容の審査を行い適当と認めたときは、

利子補給金（補助金）交付決定通知書（第７号様式）により通知するものとする。 

 (5)  取扱金融機関は、前号の決定通知があったときは、次のとおり市長に実績を報告する

ものとする。 

  ① 提出書類・部数 
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   ア 補助事業実績報告書（第８号様式）  １部 

   イ 所要額計算書（第６号様式） １部 

  ② 提出期限 

    利子補給金（補助金）交付決定通知書受領後１０日以内 

 (6)  市長は、前号の報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子

補給金の交付を確定し、当該取扱金融機関に対し利子補給金（補助金）交付確定通知書

（第９号様式）により通知するものとする。 

 (7) 取扱金融機関は、前号の確定通知があったときは、次のとおり市長に利子補給金を請

求するものとする。 

  ① 提出書類・部数 

     利子補給金（補助金）請求書（第１０号様式） １部 

  ② 提出期限 

    利子補給金（補助金）交付確定通知書受領後１０日以内 

第４ 利子補給率 

   取扱金融機関に対する利子補給率は、別表２に掲げるとおりとする。 

      附  則 

１ この要領は、決済の日から施行し、平成１４年度分の利子補給金から適用する。 

２ 既往分融資については、資金の預託を除き、なお従前の例による。 

      附  則 

１ この要領は、決済の日から施行し、平成１５年度分の利子補給金から適用する。 

２ 既往分融資については、資金の預託を除き、なお従前の例による。 

      附  則 

１ この要領は、平成１５年１０月１日から施行する。 

      附  則 

１ この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

      附  則 

１ この要領は、平成１６年６月１日から施行する。 

      附  則 

１ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

      附  則 

１ この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

     附  則 

１ この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 
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附  則 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 10 



別表１ 提出書類等 

 

資金名 提  出  書  類 申 込 窓 口 

小口資金 ① 富士宮市小口資金融資申込書（第１号様式） 

② 市税完納証明書 

③ 富士宮市小口資金融資制度借換計画書（第３号様式） 

  （借換を伴う融資申込の場合） 

④ 協会が定める書類 

富士宮市商工振興課 

短期経営 

改善資金 

① 富士宮市短期経営改善資金融資申込書（第２

号様式） 

② 協会が定める書類 

県の定めるところによる。

ただし、市の確認を得るもの

とする。 

 

別表２ 利子補給率 

 

(1) 当年度分 

 

資   金   名 利  子  補 給 率 

小 口 資 金 年０．４８％ 

短 期 経 営 改 善 資 金 年０．３０％ 

 

(2) 小口資金既往分 

 

貸 付 実 行 年 度 利 子  補 給 率 

令和２年度 年０．４８％ 

令和３年度 年０．４８％ 

令和４年度 年０．４８％ 

令和５年度 年０．４８％ 

令和６年度 年０．４８％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 



第１号様式 

富 士 宮 市 小 口 資 金 融 資 申 込 書 
 

平成   年   月   日 

 
 富士宮市長 宛 
 

住      所 
(法人の場合は所在地) 

氏      名 
(法人の場合は名称及                  

び代表者の職・氏名) 

電 話 番 号  (      )    －     
 

申 込 者 記 入 欄 申込窓口 (金融機関含む )記入欄 

融資申込金額 円 機関名  (支店名 )  

融資希望期間 

（措置期間） 

か月 

(                 か月) 

受 理 年 月 日  

基 準 金 利  Ａ ％ 

融資希望金融 

機関 (支店名) 

第一希望 

 

第二希望 

市利子補給率 Ｂ ％ 

融資利率  Ａ－Ｂ ％ 

業        種  
保 証 協 会 記 入 欄 

保 証 諾 否 承諾   不承諾 

従 業 員 数 

( 組 合 員 数 ) 
人 

保 証 承 諾 日  

保 証 金 額 円 

資 本 金 

( 出 資 金 ) 
円 

保 証 期 間 か月 

（富士宮市受付欄） 

営 業 年 数 年 

資 金 使 途 

(具体的に記入 ) 
 

資 金 計 画 

当資金                  円 

自己資金              円 

その他借入金          円 

計                  円 

 

 

 

 

 

 

※ 上記表の各欄には、申込者（企業者等）及び関係機関が記載してください。  
※ 申込者は、この申込書に定められた書類が添付されていることを確認のうえ、この要綱の定 
 めにより富士宮市産業振興部商工振興課に提出してください。  
※ 申込者は、融資手続き、利子補給金交付手続き、融資枠管理及び制度融資に関する調査・研
究を行う範囲内で、市が取扱金融機関及び静岡県信用保証協会からこの融資に関する情報を取
得すること並びに市が取扱金融機関及び静岡県信用保証協会にこの融資に関する情報を提供す
ることに同意します。 
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第２号様式 

富士宮市短期経営改善資金融資申込書 
 

平成   年   月   日 

 

 富士宮市長 宛 
 

住      所 
(法人の場合は所在地) 

氏      名 
(法人の場合は名称及                  

び代表者の職・氏名) 

電 話 番 号  (      )    －     
 

申 込 者 記 入 欄 申込窓口 (金融機関含む )記入欄 

融資申込金額 円 機関名  (支店名 )  

融資希望期間 
（措置期間） 

か月 
(                 か月) 

受 理 年 月 日  

基 準 金 利  Ａ ％ 

返 済 方 法 
(いずれかに○ ) 

１ 月賦 
 
２ 一括 

県利子補給率  Ｂ ％ 

市利子補給率  C ％ 

融資希望金融 
機関 (支店名) 

第一希望 
 
第二希望 

融資利率Ａ－Ｂ－C ％ 

保 証 協 会 記 入 欄 

業        種 
 保 証 諾 否 承諾   不承諾 

保 証 承 諾 日  

従 業 員 数 
( 組 合 員 数 ) 人 

保 証 金 額 円 

保 証 期 間 か月 
資 本 金 
( 出 資 金 ) 円 （富士宮市確認欄） 

営 業 年 数 年 
資 金 使 途 
(具体的に記入 )  

資 金 計 画 

当資金            円 

自己資金           円 

その他借入金         円 

計              円 

 
 
 
 
 

※ 上記表の各欄には、申込者（企業者等）及び関係機関が記載してください。 
※ 申込者は、この申込書に定められた書類が添付されていることを確認のうえ、この要綱の定 
 めにより富士宮市産業振興部商工振興課に提出してください。 
※ 申込者は、融資手続き、利子補給金交付手続き、融資枠管理及び制度融資に関する調査・研
究を行う範囲内で、市が取扱金融機関及び静岡県信用保証協会からこの融資に関する情報を取得
すること並びに市が取扱金融機関及び静岡県信用保証協会にこの融資に関する情報を提供するこ
とに同意します。 
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又
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）
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融
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月
　

　
　

　
日

（
注

）
　

今
回

借
入

申
込

額
の

借
入

日
及

び
最

終
期

日
は

、
そ

れ
ぞ

れ
予

定
年

月
日

を
記

載
。

富
士

宮
市

小
口

資
金

融
資

制
度

借
換

計
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入

分
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第
３
号
様
式

富
士

宮
市

長
　

様

住
所

又
は

所
在

地
富
士
宮
市
弓
沢
町
１
５
０
番
地

(株
)富
士
宮
商
店

氏
名

又
は

名
称

代
表
取
締
役
　
富
士
宮
太
郎
　

（
単

位
：
円

）

金
融

機
関

名
借

　
入

　
日

当
初

借
入

額
現

在
残

高
最

終
期

日
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５
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２

日
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０
０
０
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０
０
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０
０
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０
０
０
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０
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０
０
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和

３
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月
１
９

日
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和

　
　

年
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日
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

小
　

　
　

　
計

７
，
０
０
０
，
０
０
０

４
，
７
０
０
，
０
０
０

　
増

額
借
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希

望
額

２
，
３
０
０
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０
０
０

　
今
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申

込
額

  
△
△
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庫
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和
３

年
  
６
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１
０

日
７
，
０
０
０
，
０
０
０
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和
３
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６
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 ９
 日

（
注

）
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借
入

申
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、
そ

れ
ぞ
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年
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日
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記

載
。

富
士

宮
市
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口

資
金

融
資
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借
換

計
画

書

　
富

士
宮

市
小

口
資

金
　

既
往

借
入

分

記
　
載
　
例
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第４号様式 

利子補給金（補助金）内示書 

 
                            富 商 第 ９ ９ ９ 号 

令和９９年９９月９９日 

 
様 

 
富士宮市長   須 藤 秀 忠 

 

富士宮市小口資金及び短期経営改善資金利子補給金（補助金）について、下記のとおり

内定したので通知します。 
 

記 
 
１ 事業の期間         令和９９年度上期分 
２ 金 額                円 
３ 内 訳 

(1) 小 口 資 金             円 
(2) 短期経営改善資金             円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 利子補給金の交付を受けようとするときは、上期の融資に係るものについては９月３０日までに、

下期の融資に係るものについては３月３１日までに利子補給金（補助金）申請書により申請してく

ださい。 
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第５号様式 

利子補給金（補助金）交付申請書 
 

令和９９年９９月９９日 
 
富士宮市長 宛 

 
住   所 

申請者 名   称 
代表者氏名                  

 
 

富士宮市小口資金及び短期経営改善資金貸付事業について、利子補給金（補助金）の交

付を受けたく下記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 事 業 の 期 間      令和９９年度（上期 ・ 下期）分 
２ 補助金申請額                円 
３ 算 出 の 基 礎      別添所要額計算書のとおり 
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第
６
号
様
式

融
資

平
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高

 ａ
利

子
補

給
率
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子

補
給

金
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各

月
初

残
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／
６

か
月

）
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＝
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－
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6
/
1
2

円
％

％
％

円 円
合

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

所
要

額
計

算
書

融
資

年
度

資
　

　
金

　
　

名
基

準
金

利
 ｂ

融
資

利
率

 ｃ
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第７号様式 

利子補給金（補助金）交付決定通知書 

 
                           富 商 第 ９ ９ ９ 号 

令和９９年９９月９９日 

 

様 

 

富士宮市長  須 藤 秀 忠 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった富士宮市小口資金及び短期経営改善資金に

係る利子補給金（補助金）の交付について、下記のとおり決定したので通知します。 
 

記 
 
１ 事業の期間         令和９９年度  期分 
２ 金 額                円 
３ 内 訳 

(1) 小 口 資 金             円 
(2) 短期経営改善資金             円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ この通知書を受領してから１０日以内に補助事業実績報告書を提出してください。 
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第８号様式 

 

補助事業実績報告書 
 

令和９９年９９月９９日 
 
富士宮市長 宛 

 
住   所 

補助事業者 名   称 
代表者氏名                  

 
令和９９年９９月９９日付け富商第９９９号の２で利子補給金（補助金）の交付の決定

があった富士宮市小口資金及び短期経営改善資金貸付事業が完了したので、関係書類を添

えて報告します。 
 

記 
 
１ 事 業 の 期 間      令和９９年度（上期 ・ 下期）分 
２ 補助金申請額                円 
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第９号様式 

利子補給金（補助金）交付確定通知書 

 
    富 商 第 ９ ９ ９ 号 

令和９９年９９月９９日 

 

様 

 

富士宮市長  須 藤 秀 忠 

 
 

令和  年  月  日付けで提出のあった補助事業実績報告書について審査した結 
果、下記のとおり富士宮市小口資金及び短期経営改善資金融資利子補給金として確定し

たので通知します。 
 

記 
 
１ 事業の期間         令和９９年度  期分 
２ 金 額                円 
３ 内 訳 

(1) 小 口 資 金             円 
(2) 短期経営改善資金             円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ この通知書の受領後１０日以内に利子補給金（補助金）請求書を提出してください。 
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第１０号様式 

利子補給金（補助金）請求書 

 
                                             令和９９年９９月９９日 

  
 富士宮市長 様 
 

住   所 
補助事業者 名   称 

代表者氏名                  

 
 
次のとおり請求します。 
 
 
 
 

 
 請 求 金 額 
 

 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 

請求内訳 
  令和  年度 期分富士宮市小口資金及び短期経営改善資金利子補給金 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
請求金額を下記の口座へ振り込んでください。 
 
    金融機関名 
    支  店  名 
    預 金 種 別     当座 ・ 普通・ その他 
    口座名義人（ｶﾀｶﾅ）  

    口 座 番 号        
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６ 富士宮市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱 

 

（趣旨） 
第１条 富士宮市は、小規模事業者の経営の安定化を図るため、マル経融資を借り受けた小

規模事業者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付につい

ては、富士宮市補助金交付規則（昭和５９年富士宮市規則第２号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
⑴ 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５

年法律第５１号）第２条に規定する小規模事業者で、市内において事業を営むものをいう。 
⑵ マル経融資 株式会社日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）の小規模事業者経営

貸付制度による貸付資金をいう。 
（交付対象者） 
第３条 利子補給金の交付対象者は、富士宮商工会議所又は芝川商工会の推薦を受け、マル

経融資を借り受けた小規模事業者で市税を完納しているものとする。 
（交付対象期間） 
第４条 利子補給金の交付の対象となる期間は、マル経融資の最初の利子支払日から起算し

て２年以内とする。 
（利子補給金の額等） 
第５条 利子補給金の額は、前条に規定する期間内に公庫へ支払ったマル経融資に係る利子

（約定に基づく償還に係るもの（繰上返済に係るものを含み、返済遅延により加算された延

滞利息は除く。）をいう。以下「約定利子」という。）のうち、年利０．５パーセントに相当

する額（約定利子に係る利率が年利０．５パーセントを下回る場合は約定利子に相当する額）

とする。 
２ 前項の規定により算出した額に、１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て

るものとする。 
 （交付申請） 
第６条 利子補給金の交付を受けようとする者は、１２回目及び２４回目のマル経融資の利

子の支払日（繰上返済を行った場合は、繰上返済日）からそれぞれ３０日以内に、補助金交

付申請書に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。 
⑴ 公庫が発行した利息支払証明書及び支払済額明細書 
⑵ 市税完納証明書 
２ 前項の規定による補助金交付申請は、規則第１０条の規定による補助事業実績報告とみ

なす。 
（確定通知） 
第７条 規則第１１条に規定する補助金交付確定は、規則第６条第１項の規定による補助金

交付決定通知をもってなされたものとみなす。 
 （その他） 
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第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
附 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
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７富士宮市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱取扱要領 

 

（趣旨） 
第１条 この要領は、富士宮市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱（平成２８年

２月２６日副市長決裁。以下「要綱」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 
 （利子補給金額の算出） 
第２条 利子補給金額は、小規模事業者経営改善資金（以下「マル経融資」という。）の借

り受け後１回目から１２回目までの返済にかかる支払利子額及び１３回目から２４回目

までの返済にかかる支払利子額に、０．５パーセントを乗じ、融資利率で除した額とし、

１円未満の端数は切り捨てとする。 
 （事前提出書類） 
第３条 利子補給金の交付を受けようとする者は、マル経融資の借り受け後、３０日以内に

次に掲げる書類を提出するものとする。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この

限りでない。 
⑴ 事前提出書（第１号様式） 
⑵ 支払額明細書の写し 
⑶ 個人（法人）情報の取扱に関する同意書（第２号様式） 

 （変更の届出） 
第４条 利子補給金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

変更届書（第３号様式）により届けるものとする。 
⑴  住所又は氏名（法人にあたっては、所在地、名称又は代表者名）に変更があったと

き。 
⑵  マル経融資の融資条件に変更があったとき。 
⑶  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。 

  附 則 
１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 

事 前 提 出 書 

 
令和  年  月  日 

 
富士宮市長 あて 

 
所在地                        
名称及び代表者氏名                  
電話番号                       

 
富士宮市小規模事業者経営改善資金利子補給金を受けたいので、下記のとおり事前提

出書類を提出します。 

 
記 

 

 １ 支払額明細書の写し 

 ２ 個人（法人）情報の取扱に関する同意書 
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第２号様式（第３条関係） 
 
富士宮市長 様 
 

令和  年  月  日 
 

所 在 地                    
名 称                    
代表者氏名                    

 

個人（法人）情報の取扱に関する同意書 
 

 私は、富士宮市小規模事業者経営改善資金利子補給金制度を利用するにあたり、以下の事

項について同意します。 
 
１ 富士宮市が下記に掲げる私に関する個人情報（過去のものを含む）を下記の目的のため

に必要な範囲で利用すること 
 
２ 富士宮市が下記に掲げる私に関する個人情報（過去のものを含む）を下記の目的のため

に必要な範囲で、株式会社日本政策金融公庫、富士宮商工会議所及び芝川商工会との間で

授受すること 
 

記 
 
 【利用する個人（法人）情報】 
 ・氏名・住所・連絡先等、属性に関する情報 
 ・住民票記載事項・あっせん申請時に提出する書類等記載の一切の情報 
 ・融資の条件変更等、融資状況に関する情報 
 
 【個人（法人）情報の利用目的】 
 ・富士宮市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付の適切な遂行、及び継続的な管理 
 

＜個人（法人）情報の取扱いについて＞ 
富士宮市は、個人（法人）情報の利用に関し、以下に掲げる事項を遵守いたします。 

 
個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）に基づき、事業者様

の個人（法人）情報等を、利子補給業務及びこれに付随する業務に必要な範囲で利用す

ること。 
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第３号様式（第４条関係） 

変更届出書 
 
                       年  月  日 
 
富士宮市長 
 

所 在 地 
申請者 名   称 

代表者氏名            

 

富士宮市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要領第４条の規定により、次のとおり

届け出ます。 

 

変更区分 
□住所・所在地変更 □氏名・名称変更 □代表者変更 
□融資条件変更 □その他（           ） 

変
更
内
容 

変更前  

変更後  

変更年月日 年   月   日 

※変更内容を証明できる資料を添付してください。 
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８ （参 考）  

特 別 小 口 保 証 制 度 要 綱 

                   （静岡県信用保証協会保証制度要綱集から転載） 
 
１．目     的 
  この保証制度は、金融機関から融資を受けるに際して担保・保証人の提供を困難とする

県内の小規模企業者に対し、無担保無保証人にて小口事業資金を保証することを目的とす

る。 
２．対象となる小規模企業者 
  静岡県内に事務所又は営業所を有し、次に掲げる資格、要件を具備する事業者であるこ

と。 
(1) 資         格 

(ｱ) 常時使用する従業員の数が 20 人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者

にあっては 5 人）以下の小規模企業者であって指定業種（付 1 掲載）に属する事業（以

下「特定事業」という。）を営むもの。 
(ｲ) 事業協同組合であって特定事業を営むもの又はその組合員の 3 分の 2 以上が特定事

業を営む者であるもの。 
(ｳ) 特定事業を営む企業組合・協業組合であって、その事業に従事する組合員の数が 20
人以下のもの。 

(ｴ) 医業を主たる事業とする法人であって常時使用する従業員の数が 20 人以下のもの

（前各号に掲げるものを除く）。 
(2) 要         件 

(ｱ) 保証の委託申込み日以前 1 年以上引き続き県内において同一の業種に属する事業を

営んでいること。 
(ｲ) 源泉徴収による所得税以外の所得税（法人である場合は、法人税）、事業税又は県民

税若しくは市町村税の所得割のいずれかについて、保証の委託申込みの日以前 1 年間

に納めなければならない税金があるものであって、かつ税金を完納していること。 
(ｳ) 本制度以外の保証残高のないこと。 

３．取 扱 い 要 項 
(1) 保 証 額 の 限 度 

    1 企業 2,000 万円とする。 
(2) 保 証 期 間 

    5 年以内とする。 
(3) 資 金 使 途 

    事業経営に必要な運転資金又は設備資金とする。 
(4) 貸 付 形 式 

    手形貸付又は証書貸付とする。 
(5) 貸 付 利 率 

    金融機関所定の率による。 
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(6) 連帯保証人及び担保 
    徴求しない。 

(7) 信 用 保 証 料 
    法人の場合、年 0.75％とする。 

 (8) 納税証明の添付 
    所得税、事業税又は県民税若しくは市町村民税の所得割（障害者、老年者、寡婦控

除があったため均等割となったものを含む）のいずれかの税目について税務官公署の

納税証明書を添付するものとする。 
４．取扱い金融機関 
  当協会と約定を締結している金融機関とする。（付 3 掲載） 
５．申 込 み 手 続 き 
  協会所定の信用保証委託申込書左肩制度名欄に「特小」と表示し、市町村、商工会議所、

商工会、中小企業団体中央会、金融機関又は協会へ申込む。 
６．その他の取扱い 
  この要綱に定めていない事項については、普通保証制度と同様の取扱いとする。 
 
 
附則 
この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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９ 市内取扱金融機関等一覧表 

 

金 融 機 関 名 所 在 地 電 話 ＦＡＸ 

静 岡 銀 行 

 

 

富士宮支店 

富士宮東支店 

富士宮北支店 

宮町８－２７ 

西小泉町２９－５ 

万野原新田２８７６－７ 

２７－８１１１ 

２７－５５５１ 

２３－９５９５ 

２８－００３６ 

２３－２８０４ 

２８－０１６８ 

スルガ銀行 富士宮支店 中央町４－８ ２４－８０００ ２６－８５２８ 

清 水 銀 行 

 

 

富士宮支店 

大宮支店 

野中支店 

中央町１－１７ 

若の宮町２１７ 

野中東町２１２ 

２６－４１４５ 

２７－３９１１ 

２４－３７７３ 

２６－８４４５ 

２４－２５４９ 

２４－２４４９ 

静岡中央銀行 富士宮支店 ひばりが丘１１２４ ２６－８１２１ ２８－００２８ 

富士宮信用金庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査課 

本店 

神田支店 

西町支店 

東町支店 

北支店 

富士根支店 

上野支店 

富士見支店 

駅南支店 

淀川支店 

万野支店 

上井出支店 

芝川支店 

元城町３１－１５ 

    〃 

大宮町３－１４ 

西町２６－１４ 

東町１１－３ 

光町７－７ 

小泉４６７－９ 

下条３０７－３ 

富士見ヶ丘４６３－１ 

田中町９３０－４ 

淀川町３５－１６ 

万野原新田３０７２－６ 

上井出３４－３ 

長貫１１０５－７ 

２３－３１１８ 

２３－３１１１ 

２７－３３２１ 

２６－５１９４ 

２６－８１９４ 

２７－５１４１ 

２７－２８２６ 

５８－１２１１ 

２３－１８１１ 

２４－４１１１ 

２４－８１１１ 

２６－１１１１ 

５４－３３３３ 

６５－１１５１ 

２３－６２２２ 

２６－０３４３ 

２６－０１４９ 

２６－０３１９ 

２６－０３２２ 

２６－０３２４ 

２６－０３２７ 

５８－３４７３ 

２６－０３２８ 

２６－０３２９ 

２６－０３３９ 

２６－１１１４ 

５４－３３３５ 

６５－２３７７ 

富士信用金庫 

 

富士宮支店 

富士宮東支店 

城北町６６ 

東町９－５ 

２７－８８１１ 

２６－３７１１ 

２３－１３１９ 

２６－３７２１ 

富士宮農業協同組合 金融推進課 外神東町１１７ ５８－６６１１ ５８－５３４０ 

     

静岡県 

信用保証協会 

 

本店 静岡市葵区追手町５－４ 

アーバンネット静岡追手町ビル 

０５４－ 

２５２－２１２１ 

０５４－ 

２５４－９６４０ 

沼津支店 沼津市米山町６番５号 

沼津商工会議所会館３階 

０５５－ 

９２６－０１００ 

０５５－ 

９２６－０１１５ 

商工組合中央金庫 沼津支店 沼津市米山町６－５ 

沼津商工会議所会館２階 

０５５－ 

９２０－５０００ 

０５５－ 

９２０－５０６０ 
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富士宮市産業振興部商工振興課 知財戦略・商業係 

   

〒４１８－８６０１ 富士宮市弓沢町１５０番地 

電話    ０５４４－２２－１２９５ 

Fax.     ０５４４－２２－１３８５ 

e-mail   shoko@city.fujinomiya.lg.jp 

 


